
いちき串木野市「新しい生活様式への環境整備」支援

事業補助金についてのご案内

１ いちき串木野市「新しい生活様式への環境整備」支援事業について

◇新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの中小・小規模事業者において売り上

げの減少している状況のなか、国が示した感染症対策の「新しい生活様式」の実践・定

着に向けた取り組みに対しての費用を支援することにより、事業の継続・安定につなげ

るものです。

国が示した「新しい生活様式」の実践例



２ 補助対象者

次のすべての項目に該当する者

（１）市内に主たる事務所又は事業拠点を有する中小企業等※1又は商工団体等※２

（２）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団及びその構成

員でないこと。

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営

業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。

（４）営業に関して必要な許認可等を取得している者。

※1「中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に規定する中小企業者若しくは小規模事

業者又はこれと同等と認められる者。補助対象業種は別表１のとおりです。

※２ 主たる事業所を市内に設けていること、又は団体の構成員の半数以上が市内に事業所等

を設けている中小企業等で構成する団体であること。また、定款、寄附行為又はこれに類す

る規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表機能並びに団体としての独立した

経理の機能が確立している必要があります。

３ 補助率・補助金額

４ 補助対象経費

感染予防拡大防止対策の取組に要する経費です。

（１）感染防止対策のための設備等の整備に要する経費

（２）販促・新サービス展開等の環境の整備に要する経費

感染症対策事業 （例）

・店舗内の飛沫防止のためのアクリル板やビニールシートによる間仕切り設置や席の間隔

を広げる「店舗改修」の取組経費

・商工団体等で消毒液やマスク等を一括購入し各店舗へ配布する取組経費

・商工団体等で「感染症対策実施中」を示すポスターやのぼり旗を作成し、感染症対策実

施をPRする取組経費

・商店街来客者への休憩及びテイクアウト商品を飲食できるスペースの整備（ベンチや

テーブル等の設置）への取組経費等

販促・新サービス展開等事業 （例）

・新サービス展開としてテイクアウト・デリバリー事業への取組経費

・キャッシュレス化に向けた取組経費

・商工団体等で新たに通販サイトを作成し商品等を販売する取組経費

・「新しい生活様式」の実践・定着に向けた専門家による指導・助言に係る経費

※補助対象経費には消費税及び地方消費税は含みません。

※補助金の額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとなります。

※国、県等による同様の補助金等の交付を受けようとする事業又は受けた事業は、国等の補助

金の対象とならない経費分について本事業の趣旨に該当する場合は対象となります。

補助対象者 補助率 補助限度額

中小企業等 補助対象経費の５分の４以内で

予算で定める額

100,000円

商工団体等
300,000円



５ 申請受付期限

令和２年１２月２８日（月）まで

※事業の実施期間（対象期間）は令和２年４月１日から令和２年１２月２８日まで

６ 申請書類一覧

以下の資料１～８をご用意いただき、ご提出ください。

※申請者が記載した申請内容について、虚偽が判明した場合、交付した補助金の返還を命ず

る場合があります。

※ご提出いただいた資料で交付要件をすべて確認できない場合は、追加の資料の提出をお願

いすることがありますのでご了承ください。

７ 申請書等の様式について

市のＨＰ（ホームページ）トップ⇒トピックス⇒新しい生活様式への整備支援補助金から

ダウンロード※ダウンロードできない場合は、以下の場所にて申請書等（様式）を準備し

ています。

① いちき串木野市役所 串木野庁舎２階 水産商工課

市来庁舎１階 支所市民課

② いちき串木野商工会議所

③ 市来商工会

区分 書類の種類 備 考

１ いちき串木野市新しい生活様式への

環境整備支援補助金交付申請書

（様式第１号）をご参照ください

２ 取組に要した経費の領収書もしくは

レシートの写し

支払日、品名、金額（税抜）、商品等の内訳がわか

るもの

３ 営業活動を証する書類の写し（営業

許可証等）

開業届、営業許可、パンフレット、課税明細、賃貸

借契約書等

４ 事業所の位置図 店舗の位置がわかる図面

５ 実施状況がわかるもの（導入設備等

の写真等）

店舗改装など工事を伴う事業については、施工前と

完成後の写真等を提出してください

６ 振込口座の通帳の写し 表紙及び１・２ページの見開きの写し

７ 本人確認書類（個人事業者のみ） 運転免許証、健康保険証等の写し

８ いちき串木野市新しい生活様式への

環境整備支援補助金交付請求書

（様式第３号）をご参照ください



８ 申請から補助金交付までの流れ

「 ６ 申請書類一覧」をご覧いただき、申請書類等をご準備ください。

※申請書類は、いちき串木野市ホームページからダウンロードできます。

申請書受理後、市で審査を行います。

※必要に応じて、記載内容等について確認をする場合や追加で書類をお

願いすることがあります。

申請書を受理後、３週間程度で指定の口座へ振込みます。

※振込口座番号等の誤りや審査内容によっては、この限りではありません。

９ その他

・ 補助金交付の目的に従って、誠実に補助事業を行ってください。

・ 補助金の支払いは、取組（事業）終了後の支払いです。

・ 同一法人・個人事業主が複数の交付申請を行うことはできません。

・ 事業終了後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本補助金の支給決定を取

り消すとともに、期限を定めて返還を指示します。

・ 本補助金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、取組に係る実施状況に関す

る報告を求めることや、当該職員による事務所等及び住居への立ち入り調査を行う場合があり

ます。

・ 本申請に係る書類一式については、事業終了後５年間の保管が必要です。

１０ 本件に係るお問合せ

いちき串木野市役所 水産商工課 電話0996－33－5638（直通）

メールでのお問合せも可能です。shokan1@city.ichikikushikino.lg.jp

申請

書類の審査

補助金交付

mailto:shokan1@city.ichikikushikino.lg.jp

